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2022 年度 第 1 回 7 月 

一橋大本番レベル模試 

日本史・採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下

線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項

に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひら

がな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点から漢字

1文字分につき１点減点とする。同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点

の対象とするのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

３．解答の文頭に小問の番号が記されていない場合，小問の番号が解答欄外に記されている場合はその小問全体の得点か

ら１点減点とする。ただし小問全体の得点が０点の場合は減点しない。 

４．大問の制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

２. <    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」  
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Ⅰ 前近代の関所 

問１  

◆加点要素の合計７点→７点満点◆ 

◎ ⒜ の戦乱 

a 壬申の乱 ………２点以内 

b 東国の豪族を動員した大海人皇子が大友皇子〔近江朝廷〕に勝利した ………２点以内 

◎ ⒜ の戦乱後 

c 近江朝廷〔大友皇子〕側の有力豪族が失権した ………１点以内 

d 天武天皇が即位した ………２点以内 

問２ 

◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 

◎1320年代・1340年代の措置 

a <両時期とも>貿易船を元に派遣した ………１点以内 

◎1320年代の措置 

b 鎌倉幕府が建長寺船を派遣した ………３点以内 

c 蘭溪道隆を開山とする建長寺の再建費を得るためだった ………２点以内 

◎1340年代の措置 

d 室町幕府が天龍寺船を派遣した ………３点以内 

e 夢窓疎石を開山とする天龍寺の創建費を得るためだった ………２点以内 

問３ 

◆加点要素の合計７点→７点満点◆ 

◎幕府の経済的基盤 

a 奉公衆が管理する御料所 ………３点以内 

b 金融業者に課す土倉役 ………２点以内 

c 徳政令の発布時に課す分一銭 ………２点以内 

問４ 

◆加点要素の合計１２点→１２点満点◆ 

◎戦国大名 

a 領主に報告させる指出検地を実施した ………３点以内 

b 貫高制を採用した ………３点以内 

◎豊臣秀吉 

c 役人を現地に派遣する太閤検地を実施した ………３点以内 

d 石高制を採用した ………３点以内 

問５ 

◆加点要素の合計１３点→１３点満点◆ 

◎大名に課された義務 

a 参勤交代 ………３点以内 

b 寛永の武家諸法度で定められた ………２点以内 

c 国元と江戸とを1年交代で往復すること ………２点以内 
d 妻子の江戸居住 ………２点以内 

◎関所 

e 古代においては軍事的性格をもつものだった ………１点以内 

f 中世においては経済的性格をもつものだった ………１点以内 

g 近世においては治安警察的性格をもつものだった ………２点以内 
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Ⅱ ヤルタ協定 

問１ 

◆加点要素の合計２点→２点満点◆2 

◎「この協定」 

a ヤルタ協定 ………２点以内 

問２ 

◆加点要素の合計１２点→１２点満点◆ 

◎第一次世界大戦におけるドイツ 

a 交戦国だった ………１点以内 

◎第一次世界大戦におけるドイツへの対応 

b 第２次大隈重信内閣が宣戦を布告した ………２点以内 

c 山東省の権益を接収した ………２点以内 

d 赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領した ………２点以内 

◎第二次世界大戦におけるドイツ 

e 同盟関係にあった ………１点以内 

◎第二次世界大戦におけるドイツへの対応 

f 第２次近衛文麿内閣が条約を結んだ ………２点以内 

g 日独伊三国同盟を結んだ ………２点以内 

問３ 

◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 

◎「この事件」 

a ノモンハン事件 ………２点以内 

b 日本軍とソ連・モンゴル連合軍が交戦した ………２点以内 

◎「この事件」の時期 

c 日独伊三国防共協定を締結していたドイツがソ連と条約を締結した ………２点以内 

d 独ソ不可侵条約が締結された ………２点以内 

e 平沼騏一郎内閣が国際情勢の急変に対応できないとして退いた ………３点以内 

問４ 

◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 

◎日本がロシアから譲渡された権益 

a 日露戦争に講和条約であるポーツマス条約で定められた ………３点以内 

b 旅順・大連の租借権 ………２点以内 

c 長春以南の鉄道とその付属の利権 ………２点以内 

d 北緯 50度以南の樺太 ………２点以内 

問５  

◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 

◎1850年代の条約 

a 日露和親条約 ………２点以内 

b 択捉島以南が日本領とされた ………１点以内 

c 得撫島以北がロシア領とされた ………１点以内 

◎1870年代の条約 

d 樺太・千島交換条約 ………２点以内 

e 千島全島が日本領とされた ………２点以内 
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問６  

◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 

◎1946年から 1949年に至るまでの中国情勢 

a 中国共産党が国共内戦に勝利した ………３点以内 

b 中国共産党が中華人民共和国を成立させた ………２点以内 

c 中国国民党が台湾に逃れて中華民国を存続させた ………３点以内 
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Ⅲ 三井財閥 

問１ 

◆加点要素の合計２２点→２２点満点◆ 

◎国立銀行条例の制定 

a <国立銀行に> 国立銀行券への兌換義務が設けられた ………２点以内 

◎国立銀行条例の制定の結果 

b <国立銀行数は>４行にとどまった ………２点以内 

c 兌換制度は確立しなかった ………１点以内 

◎国立銀行条例の改正 

d <国立銀行の>兌換義務が撤廃された ………２点以内 

◎国立銀行条例の改正の結果 

e 華族が金禄公債証書で出資して国立銀行を設立した ………３点以内 

f <国立銀行数が>153行に増大した ………２点以内 

◎国立銀行条例の再改正 

g 松方財政のもとでなされた ………２点以内 

h 銀行券の発行権の停止が示された ………２点以内 

i 国立銀行を普通銀行化する方針が示された ………１点以内 

◎国立銀行条例の再改正後 

j 日本銀行から銀兌換銀行券が発行された ………３点以内 

k 銀本位制が確立した ………２点以内 

問２ 

◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 

◎井上準之助のもとで断行された経済政策 

a 財政の緊縮 ………２点以内 

b 金輸出解禁 ………２点以内 

◎「恐慌」 

c 昭和恐慌 ………２点以内 

d 世界恐慌の影響を受けた恐慌だった ………１点以内 

◎「恐慌」において三井がとった措置 

e 金輸出再禁止を予期してドル買いを進めた ………３点以内 

◎「恐慌」において三井がとった措置がもたらした影響 

f 財閥に対する国民の批判が高まった ………１点以内 

g 血盟団事件で団琢磨が殺害された ………３点以内 

問３ 

◆加点要素の合計５点→５点満点◆ 

◎経済統制を目的とした政策 

a 臨時資金調整法の制定 ………１点以内 

b 輸出入品等臨時措置法の制定 ………１点以内 

c 企画院の設置 ………３点以内 
問４ 

◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 

◎財閥解体が不徹底だったとされる根拠 

a 独占禁止法が緩和された ………３点以内 

b 過度経済力集中排除法にもとづいて解体された企業は少数だった ………３点以内 

c <「指定企業」のうち>解体された企業が 11社にとどまった ………３点以内 

 


